
第279号 青 色 か な が わ 令和7年4月30日

発 行 所

一般社団法人神奈川青色申告会
横浜市神奈川区西神奈川

1-9-3ｸﾞﾚｰｽ竹和弐番館3階

TEL 045-577-0615
FAX 045-577-0618

URL:https://kanagawa-aoiro.com/

国
道
１
号 東

神
奈
川

駅
(一社）神奈川青色申告会

マルエツ

横浜上
麻生線

ローソン

イオン
東神奈川店

令
和
６
年
分

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

確
定
申
告
お
疲
れ
様
で
し
た
！

確
定
申
告
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令
和
６
年
分
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
が
３
月
17
日
、
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
が
３
月
31
日
を
も
ち
ま
し
て
無
事
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

確
定
申
告
期
間
中
、
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
会
員
の
皆
様
、
そ
し
て
青
色
コ
ー
ナ
ー
を
ご
担

当
頂
き
ま
し
た
役
員
の
皆
様
、
指
導
会
場
で
の
個
別
相
談
及
び
代
理
送
信
に
ご
派
遣
頂
き
ま

し
た
東
京
地
方
税
理
士
会
神
奈
川
支
部
の
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

尚
、
次
の
確
定
申
告
に
向
け
て
記
帳
方
法
や
ご
不
明
点
等
お
悩
み
の
方
は
、
是
非
早
い
時

期
か
ら
ご
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

指導会場来所者数 2,910 名

所得税申告書提出件数 2,053 件
内 ｅ‐Ｔａｘ送信件数 1,686 件

青色申告特別控除65･55万円適用件数
(貸借対照表作成者） 1,138 件

消費税申告書提出件数 515 件
内 ｅ‐Ｔａｘ送信件数 481 件

青色申請提出件数 58 件

確定申告結果報告 3月31日現在

春
陽
の
候
、
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
青
色
申
告
会
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

仲
戸
川
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様
に
は
、
日

頃
か
ら
税
務
行
政
に
対
し
、
深
い
ご
理
解
と
多
大
な
ご
協
力
を

賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

先
般
、
令
和
６
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、
個

人
事
業
者
に
係
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
並
び

に
贈
与
税
の
申
告
期
間
が
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

貴
会
の
皆
様
に
は
、
申
告
準
備
指
導
会
を
通
じ
た
申
告
書
の

早
期
提
出
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
た
申
告
手
続
の
利
用
促
進
、

税
理
士
会
の
無
料
申
告
相
談
の
案
内
業
務
、
青
色
コ
ー
ナ
ー
に

お
け
る
青
色
申
告
の
普
及
活
動
、
更
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や

定
額
減
税
の
積
極
的
な
周
知
・
広
報
な
ど
、
多
大
な
る
ご
支
援
・

ご
協
力
を
賜
り
、
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

特
に
、
本
年
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
に
よ
る
申
告

及
び
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
の
勧
奨
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
来
年
以
降
も
、
「
あ
ら
ゆ
る
税
務
手
続
き
が
税
務
署
に
行

か
ず
に
で
き
る
社
会
」
と
い
う
税
務
行
政
の
将
来
像
に
向
け
て
、

自
宅
か
ら
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納

付
を
推
進
し
、
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
引
き
続
き
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
、
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
青
色
申
告
会
の
益
々

の
ご
発
展
と
会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
並
び
に
事
業
の
ご
繁
栄
を

心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
御
礼
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

確

定

申

告

を

終

え

て

神
奈
川
税
務
署
長

金

子

彰

宏

令和７年（２０２５年）への帳簿の繰り越しについ

てわからない方はお早めにご相談ください。

・会計ソフトブルーリターンAをご利用の方は提出（送

信）された令和６年分の確定申告書及び決算書（消

費税の確定申告書）とデータが一致していることを

確認し、メインメニューの「翌年への繰越」をクリッ

クして 内容確認の上「実行」をクリックしてくだ

さい。

操作に不安がある方はパソコンとバックアップデー

タのあるＵＳＢメモリをご持参のうえご来所くだ

さい。
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◆税額を多く申告していたとき 「更正の請求」

◆税額を少なく申告していたとき 「修正申告」

※更正の請求、修正申告、所得税・消費税の期限後申告について、ご不明な点がありましたら国税庁ホームページをご覧いただく
か、当会事務局におたずねください。

◆所得税
確定申告をしなければならないのに申告することを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにして

ください。期限後申告をしたり、申告をしないために税務署長から決定を受けたりすると、無申告加算税が

かかる場合があります。なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります

のでその日に納めてください。この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

提出された青色申告決算書・確定申告書が間違っていた場合

◆消費税
令和４年の課税売上高が1,000万円を超えた方、又は令和５年～令和６年中にインボイス発行事業者として登録

を受けた方は、令和６年分の消費税及び地方消費税の申告と納税の義務があります。対象となる方で消費税の確

定申告をしていない方は、できるだけ早く申告してください。所得税同様、延滞税と併せて納付してください。

（注）令和６年分の課税売上高が1,000万円を下回る場合でも申告と納税が必要となります。

請求内容が正当と認められたときは納めすぎた税金が還付されます。更正の請求ができる期間は、原則とし

て法定申告期限から５年以内です。

＜忘れてしまいがちな例＞

経費（消費税、事業税納付金額等）の計上漏れ、予定納税（所得税）中間納付（消費税）の記入漏れ、納税
者が負担している扶養親族の国民年金保険料の控除漏れ、医療費控除や扶養（配偶者）、寡婦、障害者等の
人的控除漏れ 等

修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。

＜誤ってしまいがちな例＞

売上から差し引かれている源泉税の売上計上漏れ、経費の重複計上、専従者給与を支給しているのに扶養（配

偶者）控除を受けている、103万円を超える給与収入があった扶養家族を扶養控除してしまった 等

確定申告を忘れていた場合

も う 一 度 ご 確 認 く だ さ い

マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号を忘れずに

確定申告指導会にてマイナンバーカードでｅーＴａｘ送信を

する際、カード取得時に設定された英数字６文字以上１６文

字以下の「署名用電子証明書の暗証番号」をお忘れになって

いる方が見受けられます。

（数字４桁の暗証番号ではｅーＴａｘ送信できません。）

「署名用電子証明書の暗証番号」をお忘れの方は、是非今の

うちからお時間のある時にお住いの区役所窓口にて再設定し

て来てください。
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会
の
う
ご
き

１
月
6
日
～
20
日

年
末
調
整
指
導
会
・
決
算
準
備
指
導
会

7
日

無
料
税
務
相
談
会

8
日

県
連
賀
詞
交
歓
会

10
日

県
連
事
務
局
長
会
議

21
日

職
員
研
修
会

22
日

八
者
会
団
体
長
会
議

八
者
会
賀
詞
交
歓
会

23
日

全
青
色
新
春
講
演
会
・
新
年
賀
詞
交
歓
会

24
日

全
青
色
理
事
会

青
色
コ
ー
ナ
ー
担
当
者
研
修
会

28
日

下
田
町
公
会
堂
特
別
指
導
会
場

１
月
21
日
～
３
月
17
日

確
定
申
告
指
導
会

１
月
29
日
・
30
日

税
理
士
会
主
催
無
料
確
定
申
告
相
談
会
場

日
吉
本
町
西
町
い
き
い
き
会
館

２
月
４
日
・
５
日

神
奈
川
公
会
堂

２
月
17
日
～
３
月
17
日

税
務
署
申
告
会
場
青
色
コ
ー
ナ
ー

３
月
18
日
～
31
日

消
費
税
申
告
指
導
会

３
月
24
日

役
員
選
考
委
員
会

会
長
・
副
会
長
会
議

25
日

県
連
正
副
会
長
会
議
・
理
事
会

28
日

理
事
会

●日 程

・税 務 相 談 ６月 ３日（火）

・法 律 相 談 ６月 ３日（火）

無料税務 ・法律 相談会

●会 場 事 務 局

●相談受付時間 １ ３ 時～ １ ５ 時

●予約電話番号 ０４５-５７７-０６１５

※相談時間は、お一人様３０分の予約制となっております。

事前にお電話いただきますようお願いいたします。

（予 約 制）

税理士・弁護士による

第
13
回
定
時
総
会
開
催
の
案
内

日

時

令
和
７
年
６
月
９
日
（
月
）

受
付

午
後
２
時
30
分

開
会

午
後
３
時

会

場

新
横
浜
グ
レ
イ
ス
ホ
テ
ル

３
階
「
グ
レ
イ
ス
東
」

※
総
会
終
了
後
、
午
後
５
時
よ
り
懇
親
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
懇
親
会
会
費
５
，
０
０
０
円
）

●日 程

５月 12日(月)･19日(月)･26日(月)

●相談受付時間 10時～11時・13時～14時

●予約電話番号 ０４５(５７７)０６１５

６
月
９
日
（
月
）
は
第
13
回
定
時
総
会
開
催
の
た
め
、

12
時
ま
で
の
業
務
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

５月の下記日程を予約制とさせていただきます。

ご来所の際は前週までにお電話にてご予約ください。

ご予約のない日は閉所とさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。

５月の港北出張所について

綱
島

駅

横浜銀行

三井住友銀行

ケンタッキー

ローソン

横浜信金

森ビル３Fで

行っています

労 働 保 険 の お 知 ら せ
令和７年度・労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、

６月２日（月）～７月１０日（木）です。

≪年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です≫
正しい申告のために…早めにご準備を。

詳しい内容はこちらから⇒

労働保険の申請は便利な電子申請で！

お問い合わせは、

神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課 電話 045-650-2803

検索 労働保険の電子申請

令和７年度 雇用保険料率のご案内

令和７年４月１日から令和８年３月３１日

までの雇用保険料率は以下のとおりです。

・失業等給付等の保険料率は労働者負担・事業主負

担ともに５．５／１，０００に変更になります。

（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は

６．５／１，０００に変更になります。）

・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、

引き続き３．５／１，０００です。（建設の事業

は４．５／１，０００です。）


